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寄附採納に伴う分筆費用および建築物等の移転等補助金申請の流れ（道路管理課）

  本庄市道路後退用地等寄附
 採納に伴う分筆費用の補助金 

本庄市道路後退用地建築物等の
　　　　移転等補助金

　　　　寄附申出書(様式１号)
分筆費用補助金交付申請書(様式２号)

書類審査・現地調査等

補助金交付(不交付)決定通知書(第２号)

　補助金変更(中止)申請書(様式３号)　

補助金変更(中止)決定通知書(様式４号)

　　　　実績報告書(様式５号)　　　　

　補助金交付額確定通知書(様式６号)　

　 　補助金交付請求書(様式７号)　 　

 補助金交付決定取消通知書(様式８号) 

　　　補助金交付申請書(様式１号)　　

書類審査・現地調査等

　　補助金交付決定通知書(第３号)　　

　 補助事業等計画変更・中止(廃止)　 
　　　  申請書(様式４号)

　 補助金交付決定変更・中止(廃止)　 
　　　  通知書(様式５号)

　 　補助金交付請求書(様式６号)　 　

所有権移転

補助金等交付決定取消通知書(様式７号)

注）補助対象建築物等
○本庄駅周辺      ：昭和25年 5月24日以前の建築物等
○本庄早稲田駅周辺：昭和31年12月 3日以前の建築物等
○児玉駅周辺　　　：昭和47年 4月 7日以前の建築物等

補助金交付補助金交付

※本庄市道路後退用地建築物等の移転等補助金の
　実績報告書の提出までに申請を済ませてください。



○本庄市道路後退用地建築物等の移転等補助金交付要綱 

平成３０年３月５日 

告示第７４号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、市街地における道路等の整備を促進し、住環境の整備を図

り、快適で住みよい都市をつくるため、道路後退用地に存する建築物等の移転

又は除却（以下「移転等」という。）に係る費用に対し、予算の範囲内で本庄

市道路後退用地建築物等の移転等補助金（以下「補助金」という。）を交付す

ることについて、必要な事項を定めるものとする。 

２ 補助金の交付に関しては、本庄市補助金等交付規則（平成１８年本庄市規則

第４３号）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号

に定めるところによる。 

（１） 道路後退用地 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第

２項の規定により道路の境界線とみなし後退する民有地、道路法（昭和２７

年法律第１８０号）第３条第４号に規定する市道に接している土地で、後退

後に道路幅員が４メートル以上を確保できる民有地及び道路の用に供する民

有地の隅切りをいう。 

（２） 建築物等 道路後退用地に存する建築物、ブロック塀等をいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者

とする。 

（１） 本庄市へ寄附又は本庄市による無償使用を承諾する建築物等を所有し

ていること。 

（２） 市税を滞納していないこと。 

（３） 所有している建築物等が建築基準法第４４条の規定に違反していない

こと。 

（補助対象経費） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費は、建築物等を移転等する工事に要する

費用（以下「補助対象経費」という。）とする。 

（適用区域） 

第５条 この要綱の規定は、本庄市立地適正化計画（平成３０年３月策定）に定

める居住誘導区域に限り適用する。 

（補助額） 

第６条 補助金の額は、補助対象経費を関東地区用地対策連絡協議会の損失補償

算定標準書により算定した額（以下「算定額」という。）又は補助対象経費の

額のいずれか低い額とする。ただし、１団の土地につき１件とし、１件につき

算定額又は補助対象経費が５０万円を越えた場合は５０万円を限度とする。 
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（補助金の交付の申請） 

第７条 補助金の交付の申請をしようとする者（以下「申請者」という。）は、

原則として、建築物等を移転等する前に、本庄市道路後退用地建築物等の移転

等補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添付し、市長に提出し

なければならない。 

（１） 補助対象経費の見積書 

（２） 建築物等の配置図 

（３） 建築物等の種別、高さ、長さ、面積等詳細が分かる書類 

（４） 登記事項証明書 

（５） 公図の写し 

（６） 地積測量図 

（７） 案内図 

（８） 現況写真 

（９） 市税に滞納がない証明書 

（１０） その他市長が必要と認める書類 

（補助金の交付決定等） 

第８条 市長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、

補助金の交付の可否を決定し、本庄市道路後退用地建築物等の移転等補助金交

付（不交付）決定通知書（様式第２号）により申請者に通知するものとする。 

（変更等の承認） 

第９条 補助金の交付決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、申請

の内容を変更しようとするとき、又は建築物等の移転等を中止し、若しくは廃

止しようとするときは、遅滞なく本庄市道路後退用地建築物等の移転等補助金

変更（中止）申請書（様式第３号）を市長に提出し、その承認を受けなければ

ならない。 

２ 市長は、前項の申請書の提出があった場合には、交付の決定を取り消し、又

は変更することができる。 

３ 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消し、又は変更した場

合は、本庄市道路後退用地建築物等の移転等補助金変更（中止）決定通知書（様

式第４号）により交付決定者に通知するものとする。 

（実績報告） 

第１０条 交付決定者は、この補助に係る建築物等の移転等の完了後３０日又は

当該年度の１２月２８日のいずれか早い日までに、本庄市道路後退用地建築物

等の移転等実績報告書（様式第５号）に次に掲げる書類を添付して、市長に提

出しなければならない。 

（１） 本庄市道路後退用地建築物等の移転等補助金交付（不交付）決定通知

書（様式第２号）又は本庄市道路後退用地建築物等の移転等変更（中止）決

定通知書（様式第４号）の写し 

（２） 本庄市道路後退用地等寄附採納に伴う分筆費用の補助金交付要綱（平

- 3 -



成１８年本庄市告示第１９３号）に規定する寄附申出書又は本庄市道路後退

用地整備要綱（平成１８年本庄市告示第２４１号）に規定する後退用地の無

償使用承諾書の写し 

（３） 案内図 

（４） 現況写真 

（５） 建築物等の配置図（除却のみの場合は不要。） 

（６） 補助対象経費の領収書 

（７） その他市長が必要と認める書類 

（補助金の交付額の確定） 

第１１条 市長は、前条に規定する実績報告があったときは、その内容を審査し、

適当と認めたときは、補助金の額を確定し、交付決定者に対して、本庄市道路

後退用地建築物等の移転等補助金交付額確定通知書（様式第６号。以下「確定

通知書」という。）により通知するものとする。 

（補助金の請求） 

第１２条 交付決定者は、確定通知書の受領後に、本庄市道路後退用地建築物等

移転等の補助金交付請求書（様式第７号）により、この補助金の交付を請求す

るものとする。 

２ 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付する

ものとする。 

（補助金の返還） 

第１３条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、

補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金

の全部若しくは一部を返還させることができる。 

（１） 第３条第１号に規定する要件を欠くに至ったとき。 

（２） 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けようとしたとき又は

受けたことが判明したとき。 

２ 市長は、前項の規定による取消しをした場合については、本庄市道路後退用

地建築物等の移転等補助金交付決定取消通知書（様式第８号）により交付決定

者に通知するものとする。 

（その他） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市

長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成３０年４月１日から施行する。 

（失効） 

２ この告示は、平成３５年３月３１日限り、その効力を失う。 
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様式第１号（第７条関係） 

 
本庄市道路後退用地建築物等の移転等補助金交付申請書 

 
年  月  日  

 
（あて先）本庄市長 

 
申請者 住所 

氏名          ○印  
                      電話番号 
 
 本庄市道路後退用地建築物等の移転等補助金の交付を受けたいので、本庄市道

路後退用地建築物等の移転等補助金要綱第７条の規定により、下記のとおり関係

書類を添えて申請します。 
 

記 
 
１ 土地の所在地 

本庄市 
  
２ 目 的 
 
 
３ 補助対象経費 

円 
 
４ 補助金額 

円 
 

５ 工事予定期間 
年  月  日 ～    年  月  日 

  
６ 備考 
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７ 添付書類 
（１） 補助対象経費の見積書 

 （２） 建築物等の配置図 

 （３） 建築物等の種別、高さ、長さ、面積等詳細が分かる書類 

 （４） 登記事項証明書 

 （５） 公図の写し 

 （６） 地積測量図 

（７） 案内図 

（８） 現況写真 

（９） 市税に滞納が無い証明書 

（１０） その他市長が必要と認める書類 

 

- 6 -



様式第３号（第９条関係） 

 
本庄市道路後退用地建築物等の移転等補助金変更（中止）申請書 

 
年  月  日  

 
 （あて先）本庄市長 
 

交付決定者 住所 
氏名          ○印  
電話番号 

 
     年  月  日付け   第  号で交付決定のあった本庄市道路後

退用地建築物等の移転等補助金について、下記のとおり変更（中止）したいので、

関係書類を添えて申請します。 
 

記 
 
１ 土地の所在地 

本庄市 
 
 
２ 変更（中止）の内容 
   
 
  
３ 変更（中止）の理由 
   
 
  
４ 添付書類 

（１） 交付申請時の添付書類のうち、変更に係るもの（中止の場合は不要。） 

（２） その他市長が必要と認める書類等 
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様式第５号（第１０条関係） 

 
本庄市道路後退用地建築物等の移転等補助金実績報告書 

 
年  月  日  

 
 （あて先）本庄市長 
 

交付決定者 住所 
氏名          ○印  
電話番号 

 
     年  月  日付け   第  号で交付の決定を受けた本庄市道路

後退用地建築物等の移転等補助金について、下記のとおり関係書類を添えて報告

します。 
 

記 
 
１ 補助対象経費 
                   円 
  
２ 補助金交付決定額 
                   円 
  
３ 土地の所在地 

本庄市 
  
４ 工事完了年月日 
     年  月  日 
  
５ 添付書類 

（１） 本庄市道路後退用地建築物等の移転等補助金交付（不交付）決定定通

知書又は本庄市道路後退用地建築物等の移転等変更（中止）決定通知書の

写し 

（２） 寄附申出書又は後退用地の無償使用承諾書の写し 

（３） 案内図 
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（４） 現況写真 

（５） 建築物等の配置図（撤去のみの場合は不要。） 

（６） 補助対象経費の領収書 

（７） その他市長が必要と認める書類 
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様式第７号(第１２条関係) 

 
本庄市道路後退用地建築物等の移転等補助金交付請求書 

 
年  月  日  

 
 （あて先）本庄市長 
 

交付決定者 住所 
氏名          ○印  
電話番号 

 
本庄市道路後退用地建築物等の移転等補助金の交付を受けたいので、下記のと

おり請求します。 
 

記 
 
１ 請求金額                    円  
 
２ 振込先 
 

振

込

口

座 
金融機関名   

支 店 名   

口座の種別 普 通 ・ 当 座 

口 座 番 号   

(フリガナ)   

口座名義人   
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■居住誘導区域・都市機能誘導区域 区域図【本庄駅周辺】 
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■居住誘導区域・都市機能誘導区域 区域図【本庄早稲田駅周辺】 

注）居住誘導区域内における道路後退用地内の建築物等が補助対象 
 
  本庄早稲田駅周辺：昭和31年12月 3日以前の建築物等 

：補助対象 
 適用区域 
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■居住誘導区域・都市機能誘導区域 区域図【児玉駅周辺】 

注）居住誘導区域内における道路後退用地内の建築物等が補助対象 
 
  児 玉 駅 周 辺  ：昭和47年 4月 7日以前の建築物等 

：補助対象 
 適用区域 
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